歴史的建造物を維持・復元していく工事
歴史的建造物とは、概ね昭和20年までに建築された、町家、蔵、近代和風建築物、近代洋風建築物、看板建築などの建築物と、門、塀等の工作物を指します。

助成対象となるのは原則、道路等から望見できる範囲に建造された建造物に限ります。
建築物

下記の3種類について助成を行います。

	1．歴史的建築物の維持・復元を行う場合

　・本来の姿の建築物※1を維持する工事

　・本来の姿から変容した建築物を基の状態に戻す工事

 

（例）瓦屋根の葺き替え、漆喰壁の再現、木格子の設置等


	助成限度額
　200万円

	2．町家に建築物と一体になった自動車車庫の開口部に木材及び木製調格子を新設する場合

　☆車庫以外は本来の姿※1である場合のみ助成対象となります。
	助成限度額
　 150万円

	3．歴史的建築物の一部復元を行う場合（本来の姿※1まで復元されない場合） 

（例）アルミサッシの窓に格子を再生するが、外壁は漆喰に戻さない場合等
	助成限度額
　100万円


※1　本来の建築物の姿とは次の状態をいいます。

（町家）　窓格子が木製格子、外壁が黒漆喰、屋根が日本瓦（桟瓦）、玄関が木製及び木製調引き戸
（蔵）　屋根が日本瓦、外壁が木材、漆喰、土等の伝統的素材を用いた仕上げ

（その他の建造物）　建築、建設された当時の様式を維持する状態

特例助成
	 1）構造補強工事を行う場合

　  ・筋交いや耐力壁等の新設を行い、建築物の補強を行う場合
	助成限度額

　1）、2）を合算して

にぎわい創出型※3
100万円

居住型
50万円

 

※外観工事費と上記助成限度額のいずれか高い金額を助成

	2）空き家※2活用のために行う次の内部工事を行う場合

 　・上下水道管の敷設替え工事

 　・間仕切壁や床等の改修工事（上記３．は対象外）


	


※2　空き家とは、一定期間以上使用していない建物をいいます。

※3　にぎわい創出型となる物件は、店舗、飲食店等として活用する建築物を対象とします。
工作物

	
	

	4．歴史的工作物の維持、復元を行う場合

　 ・現在ある土塀や長屋門などの歴史的な門、塀等の維持、或いは、元の状態に戻す工事
	助成限度額　200万円


本基準のほか、各部位の修景工事にはそれぞれ個別限度額が設定されています。
詳細については、（財）岐阜市にぎわいまち公社までお問い合わせください。
